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平成 27 年 2 月 5 日 
 
 

大学教育推進機構委員 各位 
 

大学教育推進機構長 
 
 

平成 26 年度後期における GPA を活用した個別学修指導及び 
実施状況等の報告について（依頼） 

 
 

みだしのことにつきまして、大学教育推進機構委員あて依頼しました。 
つきましては、該当学部生に対する個別学修指導を実施のうえ、別紙個別学修指

導対象者一覧に記載のうえ、下記期限までにご報告ください。 
 

記 
 
回 答 期 限 ： 平成 27 年 4 月 30 日（木） 
回  答  先 ： 事務局教務企画室 担当あて  
回 答 方 法  ： 別紙に記載のうえ、電子メールにて送付してください。 
         
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

事務局教務企画室教務企画係 担当：梁間
は り ま

 

TEL (052)872-5804  FAX (052)872-1531  
MAIL harima-sayomi@sec.nagoya-cu.ac.jp 
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[平成 26 年 8 月 7 日開催 平成 26 年度第 4 回大学教育推進機構会議決定] 
 

GPA の個別学修指導への活用について 

 

 
１．はじめに 
  GPA を学生に対する個別の学修指導に活用することについては、第二期中期計画及び

平成 26 年度年度計画において掲げられています。また、GPA の個別学修指導への活用

が補助金の申請要件に位置づけられるなど、文科省も教育の質保証の観点から積極的に

GPA の活用を推進しているところです。 
  その前提に立ち、今年度４月以降、GPA の活用方法について各部局でご検討いただき

ました。その結果、卒業要件とすることについては現時点では困難であるものの、GPA
を個別学修指導に活用することについては全部局にご同意いただきましたので、下記の

通りの方針で実施していただきますよう、よろしくお願いします。 
 
２．GPA の個別学修指導への活用について 
  各部局での検討を踏まえ、本学として GPA を以下のように活用することを提案します。 
 
 GPA2.00 以下の学生に対して、各学期終了時に個別学修指導（面接）をする。 

＊個別指導対象となる学生の GPA については、各部局で十分な検討の上、変更しても良

い。 
 

狙い） 
 ①学修や大学生活において困難を抱える学生を早期に発見するきっかけをつくることに

より、留年や退学を防止します。 
②成績不良学生の底上げを図り、各学部の教育の質向上をはかります。 

 
３．対象学部 
  GPA 制度を導入している全学部 
 
４．実施者 
  クラス担当教員、ゼミ担当教員、教務担当教員、研究科長（学部長）等 
  →指導教員など学生の日常指導を行っている教員が望ましい 
 
５．時期 
  毎セメスター終了時（成績発表後、次のセメスターまでの期間） 
  →指導した場合、学生カルテに記入してください（別紙参照）。 
 
６．補足 
  医学部、薬学部、看護学部以外の学部では、FD 活動を通して、各学部の教育の質保証

の客観的基準について引き続き検討してください。 
  個別学修指導（面接）については、平成 26 年度後期より実施してください。 
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